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○伊方町建設工事低入札価格調査実施要綱 

平成20年４月１日 

告示第16号 

改正 平成21年３月９日告示第12号 

平成22年２月26日告示第７号 

平成23年３月23日告示第18号 

平成24年３月28日告示第15号 

平成26年３月18日告示第10号 

平成28年３月15日告示第20号 

平成29年５月31日告示第40号 

平成30年３月30日告示第22号 

平成31年３月29日告示第23号 

令和元年10月１日告示第53号 

令和４年５月25日告示第63号 

令和５年３月10日告示第22号 

令和６年３月21日告示第17号 

（目的） 

第１条 この告示は、町が発注する建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定

する建設工事（以下「町工事」という。）の競争入札における低価格の入札に関し、町工

事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の10第１項（総合評価落札方式にあっては、第167条の10の２第２項）及び伊

方町財務規則（平成17年伊方町規則第51号。以下「財務規則」という。）第117条第２項

の規定に基づく調査（以下「低入札価格調査」という。）の実施に関して必要な事項を定

めるものとする。 

（対象） 

第２条 この告示の対象は、設計金額が1,000万円以上の競争入札に付する町工事とする。

ただし、設計金額1,000万円未満の町工事であっても、総合評価落札方式により落札者を

決定する場合には適用する。 

（調査基準価格の算定） 

第３条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）は、

別表第１に掲げるところにより算出した額とする。 
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（調査基準価格の事後公表） 

第４条 前条の規定により算出された調査基準価格は、契約の締結後一般に公表するものと

する。 

（調査資料の提出） 

第５条 入札価格が調査基準価格に110分の100を乗じて得た額（以下「税抜き調査基準価格」

という。）を下回り、入札執行者が落札者の決定を保留した場合は、発注課長は、当該入

札価格で契約内容に適合した履行がなされるかどうかを判断するため、次に掲げる事項に

ついて、税抜き調査基準価格を下回る入札を行った入札者（以下「低価格入札者」という。）

の全員から入札価格の内訳その他必要と認める書面を提出させるものとする。 

(１) その価格により入札した理由 

(２) 契約対象工事付近における手持工事の状況 

(３) 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

(４) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件） 

(５) 手持資材の状況 

(６) 資材購入先及び購入先と入札者の関係 

(７) 手持機械数の状況 

(８) 労務者の具体的供給の見通し 

(９) 過去に施工した公共工事の名称、発注者及び成績状況 

(10) 経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会） 

(11) 信用状態（建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等） 

(12) 第１次下請の予定業者名及び予定下請金額 

(13) その他の必要な事項 

２ 前項の書面は、開札の日の翌日から起算して５日（伊方町の休日を定める条例（平成17

年伊方町条例第３号）に規定する町の休日を除く。）以内に提出するものとし、期限まで

に提出しない者又は調査に対応できない旨の申し出があった者については、当該入札者が

行った入札を失格とする。 

（調査の実施） 

第６条 発注課長は、前条の規定により提出された書面に基づき、低価格入札者のうち、最

低価格をもって入札を行った者（総合評価落札方式による工事にあっては、最高の評価値

をもって入札を行った者。以下「最低価格入札者」という。）からの事情聴取、関係機関

への照会等の調査を実施する。 
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２ 発注課長は、前項の調査を行うにあたっては、最低価格入札者の入札価格の積算内訳に

おいて、計数的な根拠があり、過去の実績からみて合理的かつ現実的なものかどうか、特

に重点的に確認するものとする。 

（失格判断基準の適用） 

第７条 前条の規定にかかわらず、最低価格入札者が入札時に提出した工事費内訳書記載の

各費目の金額が、別表第２に掲げる失格判断基準のいずれか一つに該当する場合は、調査

を実施することなく、当該入札を失格とする。 

２ 前項の規定は、全ての工事種別において適用する。ただし、この基準により難いときは、

この限りでない。 

（低入札価格審査会における審査） 

第８条 発注課長は、第６条の調査の結果を低入札価格審査会（伊方町低入札価格審査会設

置要綱（平成17年伊方町訓令第26号）により設置する審査会をいう。以下同じ。）に報告

し、審査を求めるものとする。 

２ 低入札価格審査会は、前項の規定により発注課長から審査を求められたときは、審査を

行ったうえで、当該発注課長に対して書面により意見を表示するものとする。 

（落札者の決定） 

第９条 総合政策課長は、前条の審査の結果、最低価格入札者がした入札価格により契約の

内容に適合した履行がなされると認められた場合は、当該最低価格入札者を落札者として

決定するものとする。 

２ 総合政策課長は、第７条の基準に該当し、又は前条の審査の結果、最低価格入札者の入

札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合は、

当該最低価格入札者を落札者とせず、その旨を当該最低価格入札者に通知するとともに、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入

札をした者（以下「次順位者」という。）を落札者として決定するものとする。ただし、

当該次順位者が低価格入札者であるときは、落札者が決定するまで、順次、第６条から本

条までの規定により手続を行うものとする。 

３ 第１項の最低価格入札者又は前項の次順位者が複数ある場合、落札者の決定は、抽せん

によるものとする。 

（落札者決定の通知） 

第10条 総合政策課長は、前条の規定により落札者が決定したときは、書面により、すべて

の入札参加者に対して通知するものとする。 
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（入札参加者への周知） 

第11条 総合政策課長は、財務規則第111条第１項の規定による一般競争入札の公告をし、

又は財務規則第129条第２項の規定による指名競争入札参加者の指名及び通知（以下「入

札公告等」という。）をするにあたっては、次に掲げる事項を適宜の方法により周知を図

るものとする。 

(１) 調査基準価格及び失格判断基準が設定されていること。 

(２) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定を保留し、低入札価格調

査の終了後に入札結果を通知すること。 

(３) 低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある

こと。 

(４) すべての低価格入札者は、事後の事情聴取及び資料提出等調査に協力すべきこと。 

（低価格入札者との契約等に係る措置） 

第12条 第９条の規定により決定された落札者が低価格入札者である場合にあっては、当該

落札者に対して、次に掲げる条件を付するものとする。 

(１) 契約保証金は請負代金額に10分の３を乗じて得た額以上とすること。 

(２) 前金払は請負代金額の10分の２に相当する額以内とすること。 

(３) 建設業法第26条第１項又は第２項の規定により監理技術者又は主任技術者の配置

が義務づけられている工事において、次のとおり技術者を配置すること。 

ア 同法同条第３項の規定により技術者の専任が義務づけられている請負代金額 

4,000万円以上（建築一式工事にあっては8,000万円以上）の工事にあっては、専任で

配置しなければならない監理技術者又は主任技術者とは別に、同等の要件（技術者の

従事経験に係る要件を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置すること。 

イ 請負代金額4,000万円未満（建築一式工事にあっては8,000万円未満）の工事にあっ

ては、配置する監理技術者又は主任技術者について、専任で現場に配置すること。 

２ 総合政策課長は、入札公告等において前項に規定する条件を記載し、入札に参加しよう

とする者に対して周知するものとする。 

（その他） 

第13条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

（平成31年４月１日から平成31年９月30日までに契約を締結し、平成31年10月１日以降に

引渡しを行う案件に対するこの告示の適用） 

２ 平成31年４月１日から平成31年９月30日までに契約を締結し、平成31年10月１日以降に

引渡しを行う案件で、予定価格の算定にあたり消費税（地方消費税を含む。）を10パーセ

ントで算定しているものについては、第５条の「108分の100」を「110分の100」と、別表

第１及び欄外の「1.08」を「1.1」として、同条及び同表を適用する。 

（工事に係る調査基準価格の事前公表実施要領の廃止） 

３ 工事に係る調査基準価格の事前公表実施要領（平成18年伊方町告示第31号）は、廃止す

る。 

附 則（平成21年３月９日告示第12号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年２月26日告示第７号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月23日告示第18号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月28日告示第15号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月18日告示第10号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月15日告示第20号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年５月31日告示第40号） 

１ この告示は、平成29年６月１日から施行する。 

２ この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日

前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年３月30日告示第22号） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日

前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。 

附 則（平成31年３月29日告示第23号） 
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この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年10月１日告示第53号） 

この告示は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月25日告示第63号） 

この告示は、令和４年６月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月10日告示第22号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和６年３月21日告示第17号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

調査基準価格の算定方法 

区分 計算式 備考 

土木工事 （直接工事費×0.97＋共通

仮設費×0.9＋現場管理費

×0.9＋一般管理費×0.68）

×1.1 

ただし、左欄の計算式により

算出した額が予定価格に７／

10を乗じて得た額を下回る場

合にあっては予定価格に７／

10を乗じて得た額を、予定価格

に9.2／10を乗じて得た額を超

える場合にあっては予定価格

に9.2／10を乗じて得た額を、

調査基準価格とする。 

建築工事（建築物に係る機械設備

工事及び電気設備工事等を含

む。） 

｛直接工事費×0.9×0.97

＋共通仮設費×0.9＋（直接

工事費×0.1＋現場管理費）

×0.9＋一般管理費×0.68｝

×1.1 

工場

製作

を含

むも

の 

鋼橋製作・架

設工事 

工場製作の

み 

（直接工事費×0.97＋間接

労務費×0.9＋工場管理費

×0.9＋一般管理費×0.68）

×1.1 

架設工事の

み 

（直接工事費×0.97＋共通

仮設費×0.9＋現場管理費

×0.9＋一般管理費×0.68）

×1.1 

工場製作＋ ｛直接工事費×0.97＋（間
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架設工事 接労務費＋共通仮設費）×

0.9＋（工場管理費＋現場管

理費）×0.9＋一般管理費×

0.68｝×1.1 

機械設備製

作・据付工事 

製作のみ ｛直接製作費×0.97＋間接

労務費×0.9＋（工場管理費

＋設計技術費）×0.9＋一般

管理費×0.68｝×1.1 

据付工事の

み 

｛直接工事費×0.97＋共通

仮設費×0.9＋（現場管理費

＋据付間接費＋設計技術

費）×0.9＋一般管理費×

0.68｝×1.1 

製作＋据付

工事 

｛（直接製作費＋直接工事

費）×0.97＋（間接労務費

＋共通仮設費）×0.9＋（工

場管理費＋現場管理費＋据

付間接費＋設計技術費）×

0.9＋一般管理費×0.68｝×

1.1 

電気通信設備

製作・据付工

事 

機器単体費

のみ 

（直接製作費×0.97＋間接

労務費×0.9＋工場管理費

×0.9＋一般管理費×0.68）

×1.1 

ただし、機器単体費とし

て一式計上し、上記の費目

に分離できない場合は次の

とおりとする。 

（機器単体費×0.907）×

1.1 

工事費のみ ｛直接工事費×0.97＋共通
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仮設費×0.9＋（現場管理費

＋機器間接費）×0.9＋一般

管理費×0.68｝×1.1 

機器単体費

＋工事費 

｛（直接製作費＋直接工事

費）×0.97＋（間接労務費

＋共通仮設費）×0.9＋（工

場管理費＋現場管理費＋機

器間接費）×0.9＋一般管理

費×0.68｝×1.1 

ただし、機器単体費とし

て一式計上し、上記の費目

に分離できない場合は次の

とおりとする。 

〔（機器単体費×0.907）＋

｛直接工事費×0.97＋共通

仮設費×0.9＋（現場管理費

＋機器間接費）×0.9＋一般

管理費×0.68｝〕×1.1 

（注） 算定においては、各費目に所定の率を乗じたもの（円未満切捨て）の合計に、1.1

を乗じた額（円未満切捨て）とする。 

別表第２（第７条関係） 

失格判断基準 

失格判断基準 費目 基準 

直接工事費 設計金額における直接工事費の75％未満 

共通仮設費 設計金額における共通仮設費の70％未満 

現場管理費 設計金額における現場管理費の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

上の表により難い場合（工場製作を含むもの）の基準は、以下のとおりとする。 

区分 費目 基準 

鋼橋製

作・架設工

工場製作の

み 

直接工事費 設計金額における直接工事費の75％未満 

間接労務費 設計金額における間接労務費の70％未満 
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事 工場管理費 設計金額における工場管理費の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

架設工事の

み 

直接工事費 設計金額における直接工事費の75％未満 

共通仮設費 設計金額における共通仮設費の70％未満 

現場管理費 設計金額における現場管理費の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

工場製作＋

架設工事 

直接工事費 設計金額における直接工事費の75％未満 

間接労務費 

共通仮設費 

設計金額における間接労務費及び共通仮設費の合

計額の70％未満 

工場管理費 

現場管理費 

設計金額における工場管理費及び現場管理費の合

計額の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

機械設備

製作・据付

工事 

製作のみ 直接製作費 設計金額における直接製作費の75％未満 

間接労務費 設計金額における間接労務費の70％未満 

工場管理費 

設計技術費 

設計金額における工場管理費及び設計技術費の合

計額の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

据付工事の

み 

直接工事費 設計金額における直接工事費の75％未満 

共通仮設費 設計金額における共通仮設費の70％未満 

現場管理費 

据付間接費 

設計技術費 

設計金額における現場管理費、据付間接費及び設計

技術費の合計額の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

製作＋据付

工事 

直接製作費 

直接工事費 

設計金額における直接製作費及び直接工事費の合

計額の75％未満 

間接労務費 

共通仮設費 

設計金額における間接労務費及び共通仮設費の合

計額の70％未満 

工場管理費 

現場管理費 

据付間接費 

設計技術費 

設計金額における工場管理費、現場管理費、据付間

接費及び設計技術費の合計額の70％未満 
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一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

電気通信

設備製

作・据付工

事 

機器単体費

のみ 

直接製作費 設計金額における直接製作費の75％未満 

間接労務費 設計金額における間接労務費の70％未満 

工場管理費 設計金額における工場管理費の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

  ※ ただし、機器単体費として一式計上し、左欄の

費目に分離できないものについては、失格判断基

準を機器単体費の69％未満とする。 

工事費のみ 直接工事費 設計金額における直接工事費の75％未満 

共通仮設費 設計金額における共通仮設費の70％未満 

現場管理費 

機器間接費 

設計金額における現場管理費及び機器間接費の合

計額の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

機器単体費

＋工事費 

直接製作費 

直接工事費 

設計金額における直接製作費及び直接工事費の合

計額の75％未満 

間接労務費 

共通仮設費 

設計金額における間接労務費及び共通仮設費の合

計額の70％未満 

工場管理費 

現場管理費 

機器間接費 

設計金額における工場管理費、現場管理費及び機器

間接費の合計額の70％未満 

一般管理費 設計金額における一般管理費の30％未満 

  ※ ただし、機器単体費として一式計上し、左欄の

費目に分離できないものについては、失格判断基

準のうち、機器単体費分については、機器単体費

の69％未満とする。 

（注１） この基準に該当する場合であっても、低価格となった合理的な根拠があると認

められるときは、適用除外とすることがある。 

（注２） 各費目に所定の率を乗じ、円未満は切捨てとする。 

 


